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労働法教育に関する高校教員等向けセミナーに係る協力依頼について 
 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当連合会の事業運営につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、標記の件につきまして、平成 29年８月４日付事務連絡「労働法教育に関す

る高校職員等向けセミナーに係る協力依頼について（要請）」（別添１）にて、厚生

労働省労働基準局労働条件政策課長より、当職あてに協力依頼がありました。 

本事業は、本年４月に厚生労働省が作成した「『はたらく』へのトビラ～ワークル

ール 20のモデル授業案～」を用いて、労働法教育に関する高校教員等向けセミナー

を実施するという内容となっております。 

 つきましては、別添２及び別添３をご参照のうえ、本事業内容をご理解いただく

とともに、貴地域協議会を構成する社会保険労務士会への周知方につきご配意賜り

ますようお願い申し上げます。 

 なお、『はたらく』へのトビラ～ワークルール 20 のモデル授業案～」の冊子は、

平成 29 年４月 10 日付社労連第 225 号「高等学校における労働法教育への協力につ

いて（協力依頼）」にて都道府県社会保険労務士会に送付済みであること、また、開

催地社会保険労務士会には別途協力依頼を行うことを申し添えます。 

謹 白 
（担当：業務部事業課） 



           事 務 連 絡 

平成 29年８月４日 

 

全国社会保険労務士会連合会会長 殿 

 

 

 厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 

 

労働法教育に関する高校教員等向けセミナーに係る 

協力依頼について（要請） 

 

 平素より、労働基準行政の推進に御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

厚生労働省では、高等学校の段階においても生徒に労働法や制度（ワークル

ール）に関する理解を深めてもらうことが重要と考え、平成 28年度厚生労働省

事業として、文部科学省の御協力もいただき、高等学校等における労働法や制

度の指導のためのモデル授業案（生徒用のワークシート案等を含む）や留意点

等を記載した教員用の資料「『はたらく』へのトビラ～ワークルール 20のモデ

ル授業案～」を作成いたしました。 

本資料については、既に高等学校等に送付したところですが、平成 29年度事

業として、高等学校等における本資料を活用した労働法等のワークルールの指

導の参考となる標記セミナーを、別添リーフレットのとおり全国 10箇所の会場

（北海道・宮城・東京・神奈川・愛知・京都・広島・香川・福岡・沖縄）で開

催することといたしました。 

本セミナーは、高校教員等と労働法の専門家が連携し、どのように労働法教

育を進めていくかについて考えるセミナーともなっております。つきましては、

貴職より貴会会員に対して標記セミナーを周知していただくとともに、ご都合

のつく方につきましては、出席勧奨を行っていただきますようお願いいたしま

す。 

なお、セミナー開催地の都道府県社会保険労務士会に対しましては、別途本

年度事業受託事業者より詳細版のリーフレットを送付させていただきますこと

を申し添えます。 

 

参考 URL: http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/tobira/index.html 

 

○本件連絡先： 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室 

    TEL：厚生労働省代表０３－５２５３－１１１１（内線５５４５） 

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/tobira/index.html
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労働法教育に関する高校教員等向けセミナー概要 

 

 

１．セミナー趣旨 

高校教員に、将来社会に出る生徒達へどのように労働法教育を実施してい

くか、いきたいかについて率直に話し合ってもらい、関係者間の相互理解、

共通認識や機運の醸成を図ることを目的としています。 

※厚生労働省作成の「『はたらく』ヘのトビラ」を用いて実施します。 

 

２．受講対象者 

高校の教員等 

 

３．開催地及び開催日 

開催地 会場 日程 

北海道 北海道建設会館（札幌市中央区） ９月１日（金） 

宮 城 
東京エレクトロンホール宮城 

（仙台市青葉区） 
９月 27日（水） 

東 京 
国立オリンピック記念青少年総合

センター（渋谷区） 
９月６日（水） 

神奈川 日石横浜ビル（横浜市中区） 10月 19日（木） 

愛 知 
フジコミュニティセンター 

（名古屋市中村区） 
９月 13日（水） 

京 都 コープ.イン.京都（京都市中京区） 10月 18日（水） 

広 島 広仁会館（広島市南区） 10月 17日（火） 

香 川 レクザムホール（高松市） ９月８日（金） 

福 岡 チクモクビル（福岡市中央区） 11月 16日（木） 

沖 縄 沖縄青年会館（那覇市） 10月 31日（火） 

 

４．時間 

午前 ９：30～正午 

午後 ２：00～４：30 

※午前、午後ともに同内容の予定。また、会場により多少の前後あり。 

 

５．プログラム 

前半：労働法教育のポイント（大学教員等２名が講義） 
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後半：高校教員等と社会保険労務士・弁護士・司法書士との学び合い・ 

話合い 

   ※後半は高校教員５名程度のグループにつき１名の専門家（社会保険労 

務士・弁護士・司法書士のいずれか）がつき、教員の質問等に答える

形式でグループワークを実施します。 

 

６．謝金・交通費等 

支給はございません 

 

７．事務担当連絡先 

株式会社東京リーガルマインド (本事業受託者) 

担当：芦川様・木村様 

電話：03-5913-6085 

e-mail:rdh-kyouiku@lec-jp.com 

 

８．その他 

・開催日の２週間前、１週間前、２～３日前に主催者から開催地都道府県 

社会保険労務士会・地域協議会事務局に対し、出席状況の連絡が入る予 

定です。 

   

  ・１開催地につき 150名程度（午前・午後計）の教員の出席を見込んでい

ます。 




